
－いじめ防止基本方針１－ 

 

平成３１年度 宇文小学校「いじめ防止基本方針」 

はじめに：いじめ防止等に関する規定 

いじめ防止対策推進法 平成 25年 6月成立 

  ・第１３条 （学校いじめ防止基本方針） 

学校は，いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し，その学校の実情に応じ，当
該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。 

  ・第２２条 （学校におけるいじめの防止等対策のための組織） 

学校は，当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実行的に行うため，当該学校の複数の
教職員，心理，福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの
防止等の対策のための組織をおくものとする。 

 いじめ防止等のための基本的な方針 平成 25年 10月決定 平成 29年 3月改定 

 北海道いじめの防止等に関する条例 平成 26年 4月施行 

 北海道いじめ防止基本方針 平成 26年 8月策定（平成 30年 2月改定） 

 

第１章 いじめ防止等のための対策の基本的な考え方 

１ 学校いじめ防止基本方針を定める意義 

・ 学校いじめ防止基本方針に基づく対応が徹底されることにより， 

⇒教職員がいじめを抱え込まず，かつ，組織として一貫した対応となる。 

・ いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことにより， 

⇒児童生徒及びその保護者に対し，児童生徒が学校生活を送る上での安心感を与え

るとともに，いじめの加害行為の抑止につながる。 

・ 加害者への成長支援の観点を基本方針に位置付けることにより， 

⇒いじめの加害者への支援につながる。 

２ いじめ防止等の取組を推進していく基本理念 

⑴ 「いじめは，どの学校，学級，児童にも起こりうる」という考えを基本に，本校の

すべての児童に関係する問題であるという認識に基づき，児童が安心して学習その他

の活動にとり組むことができるよう，学校の内外を問わず学校全体でいじめ未然防止

及び早期発見に取り組むとともにいじめが発生時は，適切かつ迅速にこれに対処する。 

⑵ 全ての児童がいじめを行わず，他の児童に対して行われるいじめをはやし立てず，

これを認識しながら放置することがないようにするため，いじめが児童の心身に及ぼ

す影響や，その他のいじめの問題に関する児童の理解を深める。 

⑶ いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが最も重要であり，いじめを受

けた児童に非はないという認識に立ち，学校，家庭，地域住民，行政等の関係者の相

互の連携協力の下，社会全体でいじめの問題を克服する。 

◆いじめを受けた児童にも，何らかの原因がある，責任があるという考え方はあっては

ならない。 

◆けんかなど交友関係から生じたトラブルやいじめの問題を解決し，人間関係を修復し

ていく力を身につけさせる。 
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３ いじめの「定義，認知」 

  定 義 いじめの早期発見に努めるには，教職員一人一人がいじめの定義を正しく理

解する必要がある。条例第２条の規定から，次の要件が満たされている場合は，いじ

めとして対応する。 

    ただし，この「いじめ」の定義にかかわらずとも，「いじめ」を訴えてきた児童

の立場に立ち，その訴えを真摯に受け止め，児童を守るという立場に立って事実関

係を確かめ，対応に当たる。 

認 知 いじめを認知した場合には，教職員がいじめの問題を抱え込んだり，いじめ

を看過したり軽視したりせず，他の教職員や保護者と連携し対応するなど，教職員

一人一人がいじめを見逃さない体制づくりに努める。 

  

４ いじめの「解消」 《道いじめ防止基本方針平成 30年 2月改定の新設事項》 

   以下に定められた，いじめが「解消している」状態の判断基準を教職員が共有し，

それぞれの判断基準で事態を収束しないようにする。 

   解消している状態に至った場合であっても，再発する可能性やいじめを受けたこと

による心理的な影響が容易には消えない場合も十分にあり得ることから，教職員は，

当該いじめの被害児童及び加害児童等を，日常的に注意深く観察する必要がある。 

  

(1) 一定の人的関係にあること（学校外の塾やスポーツ少年団なども含めて） 

(2) 心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット上のものも含めて） 

(3) 行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛※を感じていること 

※ インターネットを通じた誹謗中傷などは，本人が気付かず，心身の苦痛を感じてい

ない場合でも，いじめと同様の対応をする。 

【積極的認知】《道いじめ防止基本方針平成 30年 2月改定の新設事項》（２） 

(1) いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを

認識し，ささいな兆候であっても，いじめとの関連を常に考慮し，早い段階か

ら複数の教職員で的確に関わる 

(2)「けんか」や「ふざけ合い」であっても，背景にある事情を把握し，被害性に

着目して，いじめに当たるか否かの判断をする 

(1)いじめに係る行為が止んでいること 

・ 心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間※継続し

ている。※相当の期間とは，少なくとも 3カ月を目安とする。 

・ いじめの被害の重大性等から必要な場合にはさらに長期の期間を設定する 

(2)被害児童が心身の苦痛を感じていないこと 

・ いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において，被害児童

がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められる 

・ 苦痛を感じていないことを被害児童本人及びその保護者に面談等で確認する 
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５ いじめの「未然防止」 

   学校は教育活動全体を通じて，いじめを「しない」「させない」「許さない」集団

作り，環境の醸成に努める。そのために，児童には身に付けさせたい力を明確にして

指導し，指導する教師自らの振る舞いも注意を払う。 

【児童に身に付けさせたい力】 

○ 事他の意見に相違があっても，互いに認め合いながら課題を克服しようとする力 

○ 相手などへの影響を考えて円滑にコミュニケーションを図ろうとする力 

【教職員の責務】《道いじめ防止基本方針平成 30年 2月改定の新設事項》 

○ 児童理解を深め，児童との信頼関係を築く 

○ 児童のささいな変化・兆候であっても，いじめとの関連を考慮し関わりをもつ 

○ 不適切な認識や言動，差別的な態度や言動が児童を傷つけたり，他の児童による

いじめを助長したりすることのないよう細心の注意を払う。 

【特に配慮の必要な児童】《道いじめ防止基本方針平成 30年 2月改定の新設事項》 

「発達障がいを含む障害のある児童」「海外から帰国した児童や外国人の児童」等

特に配慮が必要な児童に対して適切な支援を進める。 

 

６ いじめの「早期発見・早期対応・早期解決」 

(1)早期発見 

  ○児童の様子を学校全体で見守り，気付いたことを共有する場を設定する 

  ○変化・兆候が見られる児童には，教師が積極的に声かけをする。 

  ○アンケート調査等を活用し，児童の人間関係や悩み事の把握に努める。 

○共に解決していこうとする姿勢を示して，児童との信頼関係を深める。 

  ○いじめに限らず，困ったことや悩んでいることがあれば，誰にでも相談できること

や相談することの大切さを児童に伝えていく。 

(2)早期対応 

  ○いじめに関する相談を受けた場合，早期に「いじめ防止等対策委員会」を開催し，

情報の共有と早期解決に向けての組織的な取組を進める。 

○事実関係を把握する際は，「いじめ防止等対策委員会」を中心に，組織的な体制で

行い，被害加害の関係ばかりではなく，構造的に問題を捉えていく。 

(3)早期解決 

  ○加害児童に対しては，「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み，まず，いじ

めることをやめさせる。 

  ○いじめがどれだけ相手を傷つけ，苦しめていることに気づかせるような指導を行う

とともに，いじめてしまう気持ちを聞き，その児童の心の安定を図る指導を行う。 

  ○事実関係を正確に当該の保護者に伝え，学校での指導，家庭での対応の仕方につい

て，学校と家庭が連携し合っていくことを伝えていく。 
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第２章 いじめ防止等のために本校が実施する施策 

    

１ いじめ防止等対策委員会の設置 

 ⑴対策組織設置の意義 

① 特定の教職員で問題を抱え込むことなく，学校が組織的に対応することにより複

数の状況も見立てが可能となる。 

② 必要に応じて心理や福祉の専門家，医師等の外部専門家が参加しながら対応する

ことにより，より実効的ないじめ問題の解決に資することが期待される。 

 

⑵「いじめ防止等対策委員会」基本方針 

① 校長の強力なリーダーシップの下，教職員の一致協力体制を確立するため，校務分掌

に「いじめ防止等対策委員会」を位置付ける。 

② 校長の指導の下，指導部生徒指導係が主催し，「いじめ」の未然防止，早期発見，

早期解決等，「いじめ」問題の防止や対応に向けた取組を推進する。 

③ 児童に関わる校内外生活上の諸問題を把握し，適切な対応を図る。 

④ 「いじめ」に関する情報や早期解決に向けて等の取組については，児童の個人情報

の取り扱いを考慮しながら，全教職員が共有するようにする。 

 

⑶組織の構成 

《いじめ防止等対策委員会》 

校長，教頭，教務主任，生

徒指導係，養護教諭，該当

学年担任。（場合により，

関係機関の方にも入って

いただく） 

 

《調査組織》 

・いじめ防止等対策委員会 

・PTA（会長 等） 

・第三者（同窓会長，児童

民生委員，SC，SW 等） 

 

○ いじめ防止基本方針の策定（第 1章参照） 

○ いじめ防止対策委員会の設置 

○ いじめ防止に係る目標の設定 

○ いじめ防止に係る具体的取組の策定 

○ いじめ防止に係る年間計画の策定 

○ 家庭・地域，関係機関との連携 
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２ いじめ防止に係る目標の設定と評価 

いじめ防止等に係る具体目標を設定し，学校評価において目標の達成状況を評価し，

評価結果を踏まえ，取組の改善を図る。 

【全校】 

学校評価に，「いじめアンケート結果で『いじめ０』『誰かに相談する』『いじ

めはどんなことがあっても許されない』を１００％」を目標に設定する。 

【生徒指導係】 

  いじめ防止，早期発見，早期対応のため，子ども理解支援ツール「ほっと」，い

じめに関するアンケート調査，学校評価児童アンケート，生活習慣調査，教育相談

週間をそれぞれ定期的（各年２回以上）に実施する。 

【教職員】 

  学級経営案，個人目標シート（人事評価シート）にいじめ防止に係る個人目標，

手立てを記載し，学期末に反省を行う。 

 

３ いじめ防止に係る具体的取組の策定 

⑴学校の中核となる取組 

① いじめ防止等対策委員会を中心に，いじめ未然防止に向けた学級づくりや各学級

での取り組み等の研修の機会を設け，組織的に推進し未然防止に努める。 

② いじめ防止等対策委員会を年２回実施し，各種調査の結果や日常の監察等から把

握した児童の様子の変化などを教職員全体で共有する。 

③ いじめ問題に関する校内研修を計画的に行い，いじめについて本校教職員の理解

と実践力を深める。 

④ 全校朝会等の講話を活用し，「いじめは絶対に許されない」ということ，「いじ

め」に気付いた時にはすぐ知らせることの大切さを児童に知らせる。 

⑤ いじめ防止に向けての児童会としての取組を奨励する。 

 

⑵教職員の児童に対する取組 

①学級経営及び生徒指導 

・「いじめは決して許さない」という教員の強い姿勢をさまざまな活動場面を通し

て児童に示す。 

・児童一人一人が認められ，お互いを大切にし合い，学級の一員として自分の居場

所を感じられるような学級経営に努め，児童との信頼関係を深める。 

・「いじめは決して許されないこと」という認識を児童がもつよう，さまざまな活

動の中で指導する。 

・ いじめの場面に対して，見て見ないふりをすることは，いじめをしていること

につながること，いじめを見たら教師や友達などに知らせたり，やめさせたりす

ることの大切さを指導する。 

・ いじめと感じたことを教師や友達などに知らせることは，決して悪いことでは

ないことも指導する。 
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②授業改善 

・ わかる授業，楽しい授業を行い，児童に基礎・基本の定着を図るとともに，学

習に対する達成感・成就感を育てる。 

・ 児童が自己実現を図ることができるよう，子どもが生き生きと主体的に学習を

進められる授業の実践に日々努める。 

③道徳教育の充実 

・ 児童の思いやりの心や児童一人一人がかけがえのない存在であるといった命の

大切さを育む道徳教育を推進するとともに，さまざまな指導場面においてもその

充実を図る。 

・ マナーやルールを守るといった規範意識の醸成に努める。 

④教育相談の実施 

・ 年に２回（６月，１１月）に全児童対象の教育相談を実施し，子どもの状況を

把握するとともに，問題の早期発見と迅速な対応に努める。 

・ 児童一人一人の実態や様子に常に気を配り，細かな変化にも気付く敏感な感覚

をもつように努める。 

・ 児童や保護者からのいじめや心配ごとなどに関する話に対して，親身になって

聞く姿勢を持ち続ける。 

⑤いじめ防止等についての教師の姿勢と研修の充実 

・ 未然の防止に向けた教育相談のあり方，いじめの構造や問題への対処等，いじ

め問題についての理解を深める。 

・ 問題を抱え込まないで，管理職への報告，学年や同僚への協力を求め，組織で

解決していこうとする意識をもつ。 

 

⑶保護者・地域に対する取組 

 ① 家庭訪問（年１回），参観日での個人懇談（年３回）及び日常の連絡により，保

護者と児童に関わる状況の共通理解と連携・協働した取組に努める。 

 ② 学校だより，参観日全体懇談等において，児童が発する変化のサインに気付いた

ら，すぐに学校に相談することの大切さを伝える。 

  ③ 「学校運営協議会（コミュニティースクール：CS）」において，いじめ防止等の

取組について学校関係者との情報共有と相互理解に努める。 

  ④ 学校だよりや学校ＨＰ，地域の集まり等で，いじめ防止等の取組や児童の状況に

ついての情報発信に努める。 
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４ いじめ防止に係る年間計画の策定 

月 具 体 的 取 組 備 考 

４ 

①いじめ防止基本方針の確認 

②「ほっと」の活用，分析 

③家庭訪問の実施 

④第１回「学校運営協議会」の実施 

学校ＨＰでの発信 

学級内人間関係の把握・分析① 

家庭との連携と児童理解① 

家庭・地域への情報の共有と発信 

５ 

①いじめ防止等対策委員会（兼学級経営交流会）の

実施 

②いじめに関する校内研修の実施 

児童実態の交流① 

 

共通理解と意識付け 

６ 
①いじめアンケートの実施 

③児童対象の教育相談の実施 

実態把握と対象児童への指導等 

問題点の把握・解決① 

７ 
①参観日での個人懇談の実施 

②学校評価，児童・保護者アンケートの実施，分析 

家庭との連携と児童理解② 

児童・保護者の実態の把握と分析① 

８ 

①長期休業後の児童の状況の把握 

②児童会集会の実施 

③学校評価の分析に基づく改善策の設定 

日常の児童観察，児童理解の継続 

望ましい集団，人間関係の醸成① 

問題点の解決① 

９ 
①学校だよりでの分析結果の公表 

②「ほっと」の活用，分析 

家庭・地域情報の共有と発信 

学級内人間関係の把握分析② 

１０ 

①後期始業式における「いじめ」に関わる講話 

②第２回「学校運営協議会」の実施 

③いじめ防止等対策委員会 

児童への意識啓発 

家庭・地域への情報の共有と発信 

児童実態の交流② 

１１ 
①「いじめ」アンケートの実施  

②児童対象の教育相談の実施 

実態把握と対象児童への指導等② 

問題点の把握・解決② 

１２ 
①地域参観日の実施 

②学校評価，児童・保護者アンケートの実施，分析  

家庭・地域への情報の共有と発信 

児童・保護者の実態の把握と分析② 

１ 
①学校評価の分析に基づく改善策の設定 

②学校だよりでの分析結果の公表 

問題点の解決② 

家庭・地域情報の共有と発信 

２ 
①本年度の取組の総括と改善，推進 

②第３回「学校運営協議会」の実施 

日常の児童観察，児童理解の継続 

家庭・地域への情報の共有と発信 

３ 
①児童会集会の実施 

②新年度推進計画の立案 

望ましい集団，人間関係の醸成① 

学級経営等の反省と確実な引継ぎ 

 

５ 教育委員会をはじめ関係機関との連携について 

○ いじめの事実を確認した場合の中富良野町教育委員会への報告，重大事態発生時の

対応等については，法に則して，中富良野町教育委員会に指導・助言を求めて学校と

して組織的に動く。 

○ 中富良野町全体で「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切で

あるということから，ＰＴＡや地域の会合等において，いじめ問題など健全育成につ

いての話合いを勧める。 



－いじめ防止基本方針８－ 

 

第３章 重大事態への対処 

１ 報告 

次の重大事態が発生した疑いがあると認める場合には，「北海道いじめ防止基本方針」

や国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に沿って速やかに対処すると

ともに，中富良野町教育委員会に報告する。 

⑴ いじめにより児童の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める

とき。 

⑵ いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ

ると認めるとき（年間３０日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合など

は，迅速に調査に着手） 

⑶ 児童や保護者から，いじめにより重大事態に至ったとの申立てがあったとき 

 

２ 適切な対処と調査 

⑴ 中富良野町教育委員会の指導助言の下，「北海道いじめ防止基本方針」や国の「い

じめの重大事態の調査に関するガイドライン」に沿って当該重大事態に適切に対処す

るとともに，速やかに宇文小学校いじめ防止等対策組織及び調査組織を活用し，事実

関係を明確にするための調査を実施する。 

⑵ 調査に当たっては被害児童・保護者の意向を的確に把握し，調査方法を工夫する 

⑶ 上記２－⑴の調査を行うに当たっては，必要に応じて第三者の参画を得る。 

 

３ 事後対応 

⑴ 調査が終了したときは，その調査結果を中富良野町教育委員会に報告する。この場

合において，いじめを受けた当該児童又はその保護者が希望するときは，当該児童又

はその保護者の意見を記載した書面を添付する。 

⑵ 調査が終了時やその他必要があると認めるときは，いじめを受けた当該児童及びそ

の保護者に対し，重大事態の事実関係その他必要な情報を適切かつ迅速に提供する。 

⑶ 調査の結果を踏まえ，当該重大事態への対処又は同種の事態の発生の防止のために

必要な措置を講じる。 

 

第４章 取組の点検，評価等 

１ 学校評価による改善 

学校評価において宇文小学校いじめ防止基本方針の取組目標の達成状況を評価し，取

組の改善・充実を図る。 

 

２ 宇文小学校いじめ防止基本方針の見直し 

本校は，宇文小学校いじめ防止基本方針について定期的に点検及び学校評価の結果か

ら，必要に応じてこれを見直す。 



－いじめ防止基本方針９－ 
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